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◎徳島県希少野生生物保護巡視員及び巡視団体の活動時Ｑ＆Ａ

Ｑ１：なぜ条例で希少野生生物を保護するのか。

Ａ１：県の実情に応じた希少野生生物の保護効果が期待できるからです。

【補足】現在、国が定めている「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 ( 以下「種の保存法」という。)

は、野生生物の種を保存する仕組みとなっていますが、種の保存法で保護の対象とされているのは、全国レベルで絶

滅のおそれが高いごく一部の種です。

　そのため、本県の希少野生生物の保護のためには、本県の実情に即した独自のきめ細かい施策が求められているこ

とから、本条例が制定されたところであり、現在本条例に基づき、希少野生生物の保護が図られています。

Ｑ２：担当する指定希少野生生物の巡視活動中に、一般者が「何をしているのか」と話しかけてきた。この場合、一

般者にはどういう対応（説明）をすべきか。

Ａ２：巡視活動の内容とその目的を説明してください。

（例）キレンゲショウマの場合

キレンゲショウマは、県の指定種となっており、採取・損傷などについては、原則として禁止されています。そのよ

うなキレンゲショウマを保護するため、私は保護巡視員として県から認定を受け、定期的に巡視活動を行い、指定種

の生育状況などについての情報を県に提供しています。

Ｑ３：担当する指定希少野生生物の巡視活動中に、一般者が、指定希少野生生物を誤って採った場合、巡視員として

はどのように助言すればいいのか。

Ａ３：元の場所に戻すように指導する等適切な行動を取るように助言してください。

　【補足】意図的な捕獲等でない場合は罰則の対象となりませんが、指定希少野生生物の個体を捕獲等した者に対し

ては、その個体の適切な取扱業務（条例第１８条）が生じるためです。

Ｑ４：担当する指定希少野生生物の詳細情報（生育場所等）について、よく同行する登山仲間に教えてもいいのか。

Ａ４：希少野生生物の生育場所等については、情報の漏洩により、捕獲や盗掘等の可能性が予想されますので、慎重

に取り扱ってください。したがって、巡視員ではない第三者に希少種の詳細情報を教えることは控えてください。

Ｑ５：担当する指定希少野生生物の巡視活動中に、不審者を発見した。このような場合、巡視員としてどのような対

処をしたらいいか。

Ａ５：対応についての判断はケースバイケースであると思いますが、不審者に注意できるような状況であれば、希少

種を保護することについての意義を説明し、保護に対する理解について協力をお願いしてください。また、対応しか

ねる場合は、県の自然環境課まで、早急に連絡いただき、指示を仰いでください。

Ｑ６：希少野生生物保護区内で、保護対象となっている植物を捕獲している者を見付けた。どう対応するべきか。

Ａ６：希少野生生物保護区内において、保護の対象となっている希少野生生物は、指定希少野生生物と同様、捕獲等

については原則禁止されており、罰則の対象となります。上記Ｑ５の事例と同様、対応しかねる場合は、県の自然環

境課まで、早急に連絡いただき、指示を仰いでください。

Ｑ７：担当する指定希少野生生物の巡視活動中に、巡視地区の場所で足を滑らせ、怪我をしてしまった。この際、県から、

何らかの保証はあるのか。

Ａ７：巡視活動は、完全なボランティアになります。また、基本的に事故等に対する保証はありませんので、活動等

にあたっては十分安全に留意してください。
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